
総括図(R7.3)作成後の都市計画の変更情報  
 （令和 7 年 12 月 19 日現在） 

 

■変更１  令和 7 年 12 月 19 日に以下の生産緑地地区の一部もしくは全部が変更・廃止さ

れました。 

 

（１）五ケ庄上村の次の地区       （２）宇治蔭山の次の地区 

             
            

（３）大久保町山ノ内の次の地区     （４）大久保町南ノ口の次の地区 

               
      

   （５）大久保町旦椋の次の地区      （６）伊勢田町毛語の次の地区

                     
           

 

－（裏面に続く）－ 

 

生産緑地地区（五-17）

の一部を廃止 

 

生緑地地区（五-17）の

一部を追加 

生産緑地地区（宇-16）

の一部を廃止 

生産緑地地区（大-2）

を廃止 

生産緑地地区（大-4）

の一部を廃止 

生産緑地地区（大-7）

の一部を廃止 

生産緑地地区（伊-14）

の一部を廃止 



 

     

（７）槇島町十一の次の地区      

     
 

 

 

 

 

■ お問い合わせ   

（都市計画に関すること）宇治市 都市計画課 

（生産緑地に関すること） 〃  公園緑地課 

 

 Tel 0774-22-3141（代表） / Fax 0774-21-0409 

にそれぞれお問い合わせください。 

生産緑地地区（槇-17）

の一部を廃止 


